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識名小学校ＰＴＡ会則 
 

 

第１章  総  則 

 

（名称） 

第１条 この会は、識名小学校ＰＴＡと称し、事務所を識名小学校内に置く。 

 

（目的） 

第２条 この会は、父母と職員が協力して、家庭・学校と地域社会における児童の健全

な成長をはかることを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

１ 児童のためによりよい環境の整備を図る。 

２ よい父母、よい職員になるように努める。 

３ 会員相互の福祉と親睦を図る。 

４ その他、関係機関、団体との連絡提携を図る。 

 

（構成） 

第４条 この会の会員は、次の者をもって構成する。 

１ 識名小学校に在籍する児童の父母、または、これにかわる者。 

２ 識名小学校の職員。 

３ 識名小学校ＰＴＡのＯＢ。 

※ ＯＢは準会員的扱いとして、登録は任意加入とし、会費は免除する。 

 

（権利義務） 

第５条 この会の会員は、すべて平等の権利と義務を有し、会費を納入するものとする。 

 

 

第２章  役  員 

 

（役員） 

第６条 この会に、次の役職員を置く。 

１ 相談役（校長、教頭） 

２ 会長 １名 

３ 副会長 ４名 

４ 各部部長 各１名、副部長 各３名（うち１名は(Ｔ)） 
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５ 各学年委員長 各１名、副委員長 各３名（うち１名は(Ｔ)） 

６ 幹事 ２名（総務部長、教務主任） 

７ 書記会計 １名 

８ 会計監査員 ３名 

 

（任務） 

第７条 役職員の任期は、１年とし、再任を妨げない。但し、会長職は３年迄とする。

又、補充した役職員の任期は残任期間とする。 

 

（役職員選出） 

第８条 役職員の選出は、次の方法によって行う。 

１ 会長、副会長及び会計監査員は、評議委員会で選出し、総会の承認を受けるも

のとする。 

２ 各部正副部長は、部員の互選によるものとする。 

３ 各学年の正副委員長は、各学年の各学級正副委員長の互選によるものとする。 

４ 書記会計は、会長が任命する。 

５ 役職員はＰＴＡ会員の模範となる者を人選し、第５条(権利義務)を遵守するも

のとする。 

 

（役職員の任務） 

 第９条 役職員の任務は、次のとおりとする。 

  １ 会長は、この会を代表し、総会、評議員会、役員会及び定例会を招集すること

ができる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

３ 各部の部長は、当該部を代表し統括する。副部長は、部長を補佐し、部長に事

故があるときは、その職務を代行する。 

４ 各学年委員長は、当該学年を代表し統括する。副委員長は、委員長を補佐し、

委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

５ 幹事は、この会の会務全般について、連絡調整を図る。 

６ 書記会計は、この会の会計事務、通信及び記録に関する事務を処理する。 

７ 会計監査員は、この会の会計を監査し、その結果を定期総会において報告しな

ければならない。 

 

 

第３章  会  議 

 

（総会） 

第10条 定期総会は、毎年１回これを招集し、必要に応じて、臨時総会を招集すること

ができる。総会の議長は、Ｐ会員より１名、Ｔ会員より１名、計２名で行う。 

２ 総会は、この会の最高議決機関であって、次の事項を処理する。 
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（１） 予算、決算の承認（予算の補正を除く） 

（２） 会則改正の承認、年度事業の報告及び計画 

（３） その他、評議員会において、重要事項と認めた事項の審議決定 

 

（評議員会） 

第11条 評議員会は、正副会長、相談役、幹事、各学年委員長、各学年主任、各学級委

員長ならびに各部正副部長を以て構成する。 

２ 評議員会は、総会につぐ議決機関であって、会長は、必要に応じてこれを招集

することができ、次の事項を処理する。 

（１） 予算、決議案の審議決定 

（２） 会則改正案の審議決定 

（３） その他、総会で付託された事項及び総会の承認を要しない事項の審議 

 

（役員会） 

第12条 役員会は、正副会長、相談役、幹事、各学年委員長並びに各部部長を以て構成

し、会長は、必要に応じてこれを招集することができる。 

 

（専門部会） 

第13条 各専門部は、各学級で選出された専門部員並びに教師で以て構成する。 

２ 各専門部の活動は、その目的を構成するため、次のとおりの専門部を置き活動

する。 

（１） 総務部 

① 年度事業計画と予算案の作成に関すること。 

② 学校設備の改善と充実に関すること。 

③ この会の会議の記録に関すること。 

④ その他、各専門部間の連絡及び他の専門部に属しない事項。 

（２） 文化家庭教育部 

① 児童及び会員相互の文化教養に関すること。 

② 講演、映写、鑑賞会などのその他の文化向上に関すること。 

③ 子育ての基本である家庭の教育力向上に関すること。 
④ 家庭・地域・学校相互の連携・融合による「生きる力」を育む 
活動に関すること。 

（３） 健全育成部 

① 校外での児童・生徒の生活指導及び青少協との提携に関すること。 

② 児童、生徒の健全育成に関すること。 

③ 校外環境の浄化に関すること。 

（４） 環境美化部 

① 学校、地域の生活環境の整備・改善に関すること。 

② 学校内外の美化及び教育備品の充実に関すること。 
③ ＰＴＡ作業の計画、実施に関すること。 
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（５） 保健体育部 

① 児童及び会員の保健体育に関すること。 

     ② 会員相互の親睦に関すること。 

 

（６） 広報部 

① ＰＴＡ新聞並びにＰＴＡ便りの発行に関すること。 
② 会員相互の資質向上に必要な情報の収集並びに提供に関すること。 

３ 専門部会は、部長が必要に応じてこれを招集し、議長となる。この場合各専門

部会は、他の役員の出席を求めて、その意見を聞くことができる。 

 

（学年委員会） 

第14条 学年委員会は、各学年における各学級の正副委員長、及び担任教師を以て構成

する。 

  ２ この会は、その目的を達成するため、学年委員会を置き活動する。 

（１） 学年経営の方針を理解し、協力する。 

（２） 学級ＰＴＡからの意見や要望等について協議し、上部機関に報告、または

議決を経て実践する。 

  （３） 各学年委員会は、各学年委員長及び学年主任が、協議のうえ必要と認めた

場合に開催し、学年委員長がこれを招集し、議長となる。 

 

（学級ＰＴＡ） 

第15条 学級ＰＴＡは、学級の児童の父母、又はこれらにかわる者及び学級の担任教師

を以て構成する。 

２ 学級ＰＴＡの活動は、次の通りとする。 

（１） 学級経営の方針を理解し、協力する。 

（２） 上部機関で決めた事項について、協力する。 

（３） 学級の要望や意見を、上部機関に具申し、協力をもとめることができる。 

 

（専門委員会） 

第16条 ＰＴＡの横断的な組織として次の専門委員会を置く。 

  １ スクールゾーン委員会 

  （１） 児童の安全な登下校、校区内の環境整備に関すること。 

  （２） 関係機関との連携。 

  ２ ベルマーク委員会 

  （１） 児童と共にベルマーク収集活動すること。 

  （２） 関係機関との連携。 

  ３ 親子読書会 

  （１） 親子読書をとおして、本に親しむ心を醸成すること。 

  （２） 読書をとおしての基礎学力の向上に関すること。 

  ４ ＯＢ会 

  （１） ＰＴＡのＯＢ及び会員相互の親睦に関すること。 
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  （２） 地域社会及び関係機関との連携。 

  （３） 本ＰＴＡの後方支援活動に関すること。 

 

（議決） 

第17条 この章に定める会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

 

第４章  会  計 

 

（経費） 

第18条 この会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入を以て充てる。 

 

（支出） 

第19条 この会の予算に定めるもののほかの支出は、会長及び相談役の承認を得て、支

出する。 

 

（会計年度） 

第20条 この会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日をもって終わる。 

 

 

第５章  会則改正 

 

（改正の方法） 

第21条 この会の改正は、役員（第６条の１～６号）がこれらを発議し、評議員会にお

いて審議決定したうえ、総会の承認を得なければならない。 

 

 

第６章  補  足 

 

（補足） 

第22条 この会の運営に関する必要な細則は、評議員会において定めることができる。 

  ２ 前号の規定により定められた細則は、次期総会において報告されなければなら

ない。 

 

（帳簿） 

第23条 この会に、次の帳簿を置く。 

    役員名簿、会則、会議録、各専門部記録簿、各学年記録簿、会計簿、その他必

要な補助簿。 
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（解釈基準） 

第24条 この会は、信義誠実、及び従来の慣行を旨として、解釈されなければならない。 

附  則 

 

１ この会則は、昭和４８年５月２６日から、これを施行する。 

２ この会則改正は、昭和５３年５月２７日から、施行する。 

３ この会則改正は、昭和５５年５月３１日から、施行する。 

４ この会則改正は、昭和５６年６月６日から、施行する。 

５ この会則改正は、昭和６２年５月３０日から、施行する。 

６ この会則改正は、平成７年５月２６日から、施行する。 

７ この会則改正は、平成１０年５月２９日から、施行する。 

８ この会則改正は、平成１２年５月２０日から、施行する。 

９ この会則改正は、平成１３年５月２９日から、施行する。 

10 この会則改正は、平成１５年５月２９日から、施行する。 

  11  この会則改正は、平成１８年５月２６日から、施行する。 

  12 この会則改正は、平成１９年６月１日から、施行する。 
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識名小学校ＰＴＡ細則 
 

 

（目的） 

第１条 この細則は、識名小学校ＰＴＡ会則第２２条に基づき、本会の運営に関する必

要な細則を定めることによって、迅速且つ円滑なＰＴＡ活動に資することを目

的とする。 

 

（定例会） 

第２条 ＰＴＡ役員と学校当局との連携を密にし、ＰＴＡ活動の円滑化を図るため、こ

の会に定例会を設け、必要事項について懇談する。 

  ２ 定例会は、会長及び相談役、副会長、幹事、総務部正副部長を以て構成する。 

３ 定例会は、必要に応じて、会長及び相談役がこれを招集し、会長が議長となり、

その事務を統轄する。 

  ４ 第２項の規定に関わらず、会長及び相談役は、他の役員の出席を求めることが

できる。 

 

（各専門部、各学年委員会、各学級間の協力） 

第３条 各専門部、各学年委員会、各学級の長は、当該組織の活動の実施に関して、他

の組織に対し協力を求めることができる。 

 

  ２ 組織の活動が、２つ以上にまたがって競合するときは、当該組織は、協力し合

って活動しなければならない。 

 

（役員の選出） 

第４条 会長、副会長、会計監査員の選出にあたっては、相談役、各専門部部長、各学

年委員長をもって選考委員会を組織し、候補者を決定する。 

  ２ 選考委員会の議長は、相談役が務め、決定された候補者を、評議員会に推薦す

る。 

 

（役員の辞任） 

第５条 役職員、学年の学級正副委員長、学年委員会正副委員長及び専門部正副部長が、

この会の会員の資格を喪失したり、又は、止むを得ない事由により、これらの

役職を辞任するときは、別紙様式により、辞表を会長に提出して承諾を受ける

ものとする。 

 

（会員の表彰） 

第６条 この会の会員で、ＰＴＡ活動に顕著な功績があり、他の模範として推奨に値す

る業績若しくは善行があったときは、その会員を表彰することができる。 
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  ２ 会員の表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

  （１） 通算３年以上役員を務め、本校ＰＴＡの発展に功績があった者。 

  （２） この会の活動に積極的な協力、貢献をなし、この会の発展に尽力した者。 

  ３ 表彰は、会長と学校長の連名で、表彰状及び副賞を添えて授与し行う。 

  ４ 表彰は、原則として、毎年定期総会で行う。但し、特別必要があるときは、随

時表彰することができる。 

  ５ 表彰を受ける者が、表彰を受ける前に、会員の資格を喪失、又は、死亡したと

きは、会員の資格喪失前又は生前の日付にさかのぼって、表彰することができ

る。 

  ６ 被表彰者の決定は、正副会長、相談役及び幹事の内申に基づき、役員会の審査

を経て、評議員会の承認を受けなければならない。但し、第４項但書きの場合

は、事後承認を受けるものとする。 

 

（会員以外の表彰） 

第７条 前項の規定に関わらず、この会は、会員以外の者でも、この会の活動に対して

顕著な功績があり、その発展に尽力した場合には、表彰することができる。 

  ２ 前項の場合には、前項の規定（３～６項）を準用する。 

 

（弔費） 

第８条 弔費に関する取扱い及び支出の基準は、次のとおりとする。 

  １ 次の各号の一に該当する場合は、告別式について、新聞（一社）に掲載し、香

典料を支出する。 

  （イ） 本校に勤務する職員及びＰＴＡ役員が死亡したとき。 

  （ロ） 正副会長及び本校に勤務する職員の配偶者、及び両親（実父母、同居の義

父母）が死亡したとき。 

  ２ 次の場合には、香典料を支出する。 

  （イ） 会員が死亡したとき。 

  （ロ） 前項（ロ）に規定する以外のＰＴＡ役員の配偶者、及び両親が死亡したと

き。 

  ３ 香典料は当分の間３千円とする。 

  ４ 前２項の規定に拘わらず、会長及び相談役は、事案に応じて、適切な措置をす

ることができる。 

 

（書記会計） 

第９条 書記会計の任命に当たっては、会長及び相談役が協議の上、決定する。 

 

（手当） 

第10条 書記会計に支給する手当基準は、他校との均衛を考慮し支給額は、評議員会の

承認を受けるものとする。 
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附  則 

 

１ この細則は、昭和４８年１０月２５日から、これを施行する。 

２ この細則改正は、昭和５３年５月２７日から、施行する。 

３ この細則改正は、昭和５５年５月３１日から、施行する。 

４ この細則改正は、昭和５６年６月６日から、施行する。 

５ この細則改正は、平成７年５月２６日から、施行する。 

６ この細則改正は、平成１３年５月２９日から、施行する。 

 

 

 

 

 

辞   任   届  

 

私 儀  

こ の 度          の 事 由 に よ り  

役 員 を 辞 任 致 し た い と 思 い ま す の で ご 承  

認 く だ さ い ま す よ う お 届 け 致 し ま す 。  

 

年   月   日  

 

役  職  名  

氏    名         印  

 

会 長        殿  

 

 

 

 


